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朝霞市行政改革推進基本方針 

 

１ 基本方針策定の趣旨 

本市では、昭和６１年（１９８６年）に朝霞市行政改革大綱を策定して以来、行政の簡

素効率化、自主財源の確保や組織機構の見直しなど、様々な行政改革に取り組み、一定の

成果をもたらしました。 

一方で、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を契機として、テレワーク、キャッシュ

レス決済など、様々な場面でのオンライン化が進み、人々の暮らしや働き方の変革が急速

に進展しているほか、デジタル庁が掲げる自治体システムの標準化により、デジタル基盤

の整備やデジタル人材の育成・確保等を通して、デジタルの力による業務効率化や住民サ

ービスの向上が求められております。 

本市の財政状況として、歳入・歳出とも年々増加傾向にあり、近年でも人口の増加が続

いていることから、主要な一般財源である市税も増加するものと見込んでいますが、歳出

では扶助費等が増加傾向にあることに加え、公共施設、道路や橋りょうなどの都市インフ

ラの老朽化対策としての支出も見込まれることから、より一層健全な財政運営を心がけて

いくとともに、朝霞市中期財政計画を踏まえて進めていく必要があります。 

このような社会情勢や市民ニーズに的確へ対応し、早期に新たな行政課題を把握しなが

ら、朝霞市行政改革推進実施計画（以下、「実施計画」という。）の見直しを行い、毎年度

定めていくことにより、将来にわたって持続可能な行政運営を継続していくための体制を

構築します。 

 

２ 推進に当たっての基本的な考え方 

行政運営は、限られた行政資源の状況を的確に捉え、重要性の高い施策や事業に適切に 

分配することにより、満足度の高い市民サービスの提供を目的としています。この目的を

確実に達成するために次の観点を持って市全体で行政改革に取り組みます。 

（１）事務・組織運営の効率化 

行政課題に対応するため、事務処理の合理化及び効率化を推進するとともに、組織

機構の見直しや職員の能力向上を図り効率的な組織運営を行います。 

（２）財政の健全化 

今後、危機的な状況が見込まれる財政運営を持続可能なものとするため、職員のコ 

スト意識を高めるとともに新たな財源の確保に取り組みます。 

 

行政改革の推進に当たっては、こうした観点を持ちつつ、様々に影響してくる外部要因

の変化に迅速に対応できるよう、機動的に改革の対象を選択していくものとします。 
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３ 行政改革の進め方 

（１）行政改革推進実施計画の策定 

 行政改革の推進に当たっては、実施計画を策定し、具体的な取組の名称、推進部 

署、内容、数値目標等を記載します。社会情勢に応じて必要な取組を適宜定めるこ

とができるよう、実施計画は３年間を計画期間とし、毎年度見直して策定します。 

 また、取組については、本市の財政状況を踏まえ重点取組事項として位置付け、

様々な外部要因に機動的に対応するため、３年間の計画の中途においても、新たな

取組を取り上げることができるものとします。 

（２）重点取組事項 

本市では、扶助費、物件費、人件費が歳出の６割を超えていることから、重点取

組事項として以下の３つを掲げ、経常経費の適正化による持続可能な財政運営に取

り組みます。 

①持続可能な財政基盤の整備 

②公共施設の効果的・効率的な管理・運営 

③ＤＸの推進 

（３）実施 

実施計画に基づき全庁において取り組みます。 

（４）効果検証・評価 

実施計画に定めた各取組の進捗状況をまとめ、指標と実績との比較評価を行いま

す。また、外部評価委員会等の第三者機関において進捗状況を報告し、市の取組に

対する意見を求めます。 

（５）取組状況の公表 

    実施計画に基づき実施した取組の状況については、市のホームページ等を通じて

市民に公表するとともに、市議会に対して報告を行います。 

 

４ 推進体制 

（１）庁内組織 

全庁的に推進するため、次の組織を設置します。 

①行政改革推進本部 

市長を本部長とし、副市長、教育長及び部長級職員で構成する。基本方針、実 

施計画の策定のほか、行政改革に関するその他の重要事項を決定します。 

②行政改革幹事会 

各部署を代表する職員で構成する組織。基本方針、実施計画の案の検討のほか、

行政改革に関する調査、研究等を行います。 

（２）第三者機関 

外部評価委員会等の第三者機関において実施計画に基づき実施した取組の状況に

ついて報告し、知識経験者や関係団体代表者、公募委員から、市の取組状況につい

て意見等を求め、今後の取組に反映させます。 
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５ その他 

（１）本市は総合計画を最上位計画と位置付け、総合計画に基づく行政の推進を徹底して 

いることから、行政改革の取組についても、総合計画との連動を図ります。 

（２）本基本方針に定めるもののほか、必要な事項は別に定めます。 

 

６ 資料（これまでの行政改革の取組） 

（１）朝霞市行政改革大綱：昭和６０年（１９８５年）～ 

・事務事業の見直し 

・組織・機構の簡素合理化 

・給与の適正化 

・定員管理の適正化 

・民間委託、ＯＡ化等事務改革の推進 

（２）第２次朝霞市行政改革大綱：平成８年（１９９６年）～平成１５年（２００３年） 

・事務事業の見直し 

・時代に即応した組織・機構の見直し 

・定員管理及び給与の適正化の推進 

・効果的な行政運営と職員能力開発の推進 

・行政の情報化の推進等による行政サービスの向上 

・会館等公共施設の設置及び管理運営 

（３）第３次朝霞市行政改革大綱：平成１６年（２００４年）～平成２２年（２０１０年） 

・組織改革と職員の意識改革 

・合理的で健全な行財政運営の推進 

・開かれた市政の推進 

（４）第４次朝霞市行政改革大綱：平成２３年（２０１１年）～平成２７年（２０１５年） 

・行政サービスの選択と集中－行政評価の活用 

・市民ニーズと地方自治が重視される時代を捉えた組織と人づくり－組織改革と人材 

・合理的で健全な行財政運営の推進－持続可能な行財政運営 

・市民と行政をつなぐ仕組みづくり－情報公開と市民参画の推進 

（５）第５次朝霞市行政改革大綱：平成２８年（２０１６年）～令和２年（２０２０年） 

・効率的で効果的な行政運営と市民参加 

・安定した財政運営と財産の活用 

・機能的な組織運営と人材育成 
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